
インドネシア政府による追加的な入国規制措置等の変更について（やむを得ない滞在許可を付与される範

囲の拡大）（続報） 

 

●「やむを得ない場合の滞在許可の付与」を行う対象の範囲が拡大されました。 

 

１．「やむを得ない場合の滞在許可の付与」の範囲については，これまで在インドネシア日本国大使館ホ

ームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制（よくある御質問：ＦＡ

Ｑ）」の中でお知らせしていますが，今般，この滞在許可付与を行う対象範囲が拡大され，インドネシア

滞在中であれば，入国管理事務所に申請することなく，外交・公用の滞在許可を除く全ての種類の滞在許

可について付与されることになりました。 

 

２．４月１３日付けのインドネシア法務人権省入国管理総局のＨＰに入国規制措置に関するＦＡＱが掲載

されており，上述１．の内容が明記されています（ https://www.id.emb-

japan.go.jp/oshirase20_47.html ）。 

 

３．状況の推移に伴い，インドネシア政府は，インドネシア出入国に関する制度やその運用を頻繁に変更

しています。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが，皆様におかれても最新の関連情

報の入手に努めて下さい。 
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